
招集期日 　　　　　　　令和元年　8　月　1　日　　（　木　）

場　　所 　　　　　　　市　役　所　　　５階　大会議室A

開　　会 　　8月1日　　午前 １０ 時００分 会　　長

閉　　会 　　8月1日　　午前 １１ 時００分 会　　長

会　　長 副 会 長

忰田　康二 出　　欠 福田　恵理子 出　　欠 川原　哲 出　　欠

榎本　富佐江 出　　欠 早舩　直彦 出　　欠 梅田　浩 出　　欠

佐藤　寿宏 出　　欠 染川　智行 出　　欠 駒﨑　 繁夫 出　　欠

星　宏和 出　　欠 齊藤　恭平 出　　欠 榎本　潤一 出　　欠

岸　和弘 出　　欠 原島　晴雄 出　　欠 垣田　真一 出　　欠

説明員

書　　記 　藤原保険年金課主任　　渡部保険年金課主事補

　尾里保険年金課主幹　　末次収納推進課主幹
　小島保険年金課副主幹　柄澤収納推進課副主幹

委
 
員
 
出
 
席
 
状
 
況

戸 田 市 国 民 健 康 保 険 運 営 協 議 会 議 事 録

榎本　潤一

　清水保険年金課長　　　岡安収納推進課長

齊藤　恭平

　久川福祉部長　　矢ヶ崎福祉部次長　

齊藤　恭平

齊藤　恭平



令和元年度第２回戸田市国民健康保険運営協議会 

- 1 - 

 

  

議  事  件  名  会  議  の  経  過  及  び  結  果 

 

審議案件 

（１）平成３０年度戸田市国民健康保険特別会計決算について 

（２）戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について 

（３）平成３０年度税率改正の効果影響の検証について 

  

 その他 

（１）戸田市立市民医療センター運営委員会委員の選出について 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

委   員 

 

 

事 務 局 

 

 

会   長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

司会及び開会のあいさつ、資料確認 

   

あいさつ 

 

委員変更報告、あいさつ（垣田 委員） 

 

出欠状況報告（１５名中９名出席） 

 

○戸田市国民健康保険に関する規則第４条第４項の規定に基づき会議に必

要な定足数に足りているため会議が有効である旨を報告 

   

○戸田市国民健康保険に関する規則第４条第１項の規定に基づき会長が議

長となる旨報告 

 

○議事録署名人の指名（福田 委員、星 委員） 

 

それでは、次第に基づきまして、進行いたします。 

   

案件（１）平成３０年度戸田市国民健康保険特別会計決算について、事務

局から説明をお願いします。 

 

【案件（１）資料に基づき説明を行う。】 

 

  事務局からの説明内容につきまして、ご意見等ございますか。 

 

（１）７頁につきまして、被保険者が減っている要因について教えて下さ

い。 

  

後期高齢者医療制度への移行や、社会保険の適用が年々進んでいることが

挙げられます。 

 

後期高齢者医療制度へ移行している方が多いということでよろしいでしょ

うか。 

 

その傾向については、今後も団塊世代が後期高齢者医療制度へ徐々に移行

していくことが見込まれます。 
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委   員 

 

事 務 局 

 

 

委   員 

 

 

 

    

事 務 局 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

 

委   員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

委   員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

委   員 

戸田市は中間年齢層が少なかったでしょうか。 

 

高齢者の減少もありますが、中間年齢層の減少は社会保険の加入等の要素

があります。そのため、財政については、厳しい状況が続く見込みです。 

 

  （１）６頁の平成３０年度の国民健康保険税決算の「２平成３０年度の不

納欠損処分の状況」について、平成２８年度の件数は、１１１７件の不納欠

損処分があったと思われるが、平成２９年度に４９３件と２分の１以下にな

っているが、何か要因はありますでしょうか。 

 

「２平成３０年度の不納欠損処分の状況」は、平成３０年度中に不納欠損

処分を行ったもののうち、課税年度別の内訳をこのページで示しています。

例を挙げますと、平成３０年度中に３０年度の欠損をしたものはありません。

３０年度のうち、平成２９年度を欠損したものは、４９３件となります。 

 

課税年度に応じて、件数を示しているということでよろしいでしょうか。

平成２９年度は、年度が近いため、件数が少なく、その一方、平成２５、２

６年度は時効の関係で、処分の件数が多くなっているということでよろしい

でしょうか。 

 

そのとおりです。 

 

税率を上げて収納率が心配でしたが、最終数値については、下がっていな

かったということになります。 

 

（１）３頁の歳出についての③保健事業費の特定健康診査等事業費につい

て、平成３０年度の特定健診の結果はどのような状況でありましたでしょう

か。 

 

平成３０年度の特定健診の受診率については、法定報告は秋になりますが、

直近の数字では、４４．４％くらいを見ております。１年前は４４．９％でし

たので、良くて横ばいですが、若干微減している可能性があります。 

 

それに向けて令和元年度は途中ですが、何か対策をされていますでしょう

か。 

 

保健事業については、まず、特定健診を多くの方に受けていただくことを

一つの大きな柱としています。それをフォローする事業を各種行っています。

特定健診の受診勧奨を電話や郵便で行ったりしています。また、特定健診の

受けた結果のデータを元に保健指導を行っています。糖尿病腎症の重症化予

防や、県の事業への参加を行っております。また、重複頻回で複数の薬が出

ており、病院に行き過ぎている方への保健指導、ジェネリック医薬品へ引き

換えができる方に通知を差し上げたりしています。そのような特定健診を中

心とした各種事業を行っています。 

 

他にご意見等ございますか。特にご意見等なければ原案のとおり承認いた

だくことにご異議ございませんか。 

 

（異議なし） 
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会   長 

 

 

事 務 局 

 

会   長 

 

委   員 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

会   長 

 

 

委   員 

 

会   長 

 

 

事 務 局 

続いて、（２）戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）につ

いて、事務局より説明をお願いします。 

 

【案件（２）資料に基づき説明を行う。】 

 

事務局からの説明内容につきまして、ご意見等ございますか。 

 

３万円の値上げした額の根拠は何でしょうか。 

 

   国では、ここ６年ほど、ほぼ毎年賦課限度額の引き上げをおこなっておりま

す。平成３１年度は、医療分を３万円、平成３０年度は医療分を４万円、平

成２９年度は引き上げはありませんでしたが、平成２８年度は、後期分２万

円、介護分２万円の合計４万円の引き上げを行っております。今年度の引き

上げについては、国の当初の案では、医療分３万円と介護分１万円の合計４

万円引き上げることとされておりましたが、審議により介護分の引き上げは

行われないことになり、医療分３万円のみ引き上げが行われました。今回戸

田市もその法定に合わせて、３万円の引き上げとさせていただいております。 

 

平成３１年の税制改正による部分が大きいということでよろしいでしょう

か。他の市町村で、既に６１万円にしているところもありますが、その時間

のずれは何か原因があるでしょうか。 

 

戸田市は、低所得者軽減のみ、被保険者の方の負担の軽減になりますので、

専決処分で、法律に合わせて、後で議会に報告を行う形としております。同

じ時期に法改正されている課税限度額については、高所得者の方とはいえ、

被保険者の方の負担が重くなる改正なので、議会で十分に審議していただい

てからという形にしております。同じ時期に法律は変わっているが、１年を

経る形にしております。他の市町村については、各自治体の判断になります。

国の法律ということで、専決処分で両方改正を行っている自治体もございま

す。 

 

今は課税限度額を５８万円で進めているところであると思いますが、令和

元年度に６１万円に上げないと、国の特別交付金が下がるなど、ペナルティ

などはあるのでしょうか。 

 

県からの特別交付金のポイント制になっている部分がありますが、法定限

度額にしているとポイントが満点もらえるものであったと思われますが、１

年遅れると、１ポイントくらい減る等のペナルティはあると思いますが、交

付金の大きい額に特に影響はないと思われます。 

 

他にご意見等ございますか。特にご意見等なければ原案のとおり承認いた

だくことにご異議ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

続いて、（３）平成３０年度税率改正の効果影響の検証について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

【案件（３）資料に基づき説明を行う。】 
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会   長 

 

委   員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委   員 

 

事 務 局 

 

 

会   長 

 

事 務 局 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

委   員 

 

 

事 務 局 

 

 

 

委   員 

事務局からの説明内容につきまして、ご意見等ございますか。 

 

基本的な質問ですが、所得が未申告の方に関しては、国民健康保険に加入

することができるのでしょうか。また、所得が未申告の方に関しては、保険

料がどのようになっているのでしょうか。 

 

所得が未申告の方も国民健康保険に加入することができます。その際に国

民健康保険税の計算については、所得は不明ということで、所得割は計算不

可能となります。また、均等割額が満額かかってきます。その際に均等割額

の軽減は、判定不能になりますので、本来は、所得が少なくて、均等割額の

軽減を受けられる方であっても、未申告が故に、満額かかってくるという不

利益があります。また、保険税だけでなく、医療費を使う面に関してですが、

高額療養費の自己負担の上限負担金額というものが決まっているのですが、

そちらも判定することができなく、一番高い区分での判定となりまして、被

保険者にとって不利益となってしまいます。このようなことから、申告をし

ていただくようにお願いしております。 

 

未申告の方の収納率はどうなっていますでしょうか。 

 

収納推進課は、調定に対していくら収納があったかを見ておりまして、所

得別に収納率の計算はできていないのが現状です。 

 

所得別に収納率を出した場合、それを元にして何か対策は考えられますか。 

 

収納推進課は、納期限が過ぎた方に関して、一人一人の財産の調査を行っ

て、差し押さえ可能なものは、滞納処分を進め、財産がない方に関しては執

行停止として処分を停止するなど、一件一件事情が違うため、所得の層によ

って、対応を分けるというようなことに関しては、今は、特段ありません。 

 

未申告の方が、保険証を取りにこられる理由というのは、医療給付を受け

たいから来るのだと思われるが、世帯構成はその際、どうやって把握されて

いるのでしょうか。 

 

未申告の世帯数３１００世帯に対して、内訳が、１人世帯が１７１２世帯、

２人世帯が６１６世帯、３人世帯が４２０世帯、４人世帯が３５２世帯とい

う内訳（（３）４頁「令和元年度国民健康保険税（医療分）世帯所得別集計表」）

になってございます。国保台帳から世帯構成を把握したうえで、必要な方へ

は申告をお願いする通知も差し上げております。また、未申告の方が、市役

所にご相談に来られた際には、未申告による被保険者の不利益が生じている

場合、速やかに税務課窓口を案内して申告して頂いております。 

 

４人以上の世帯構成や外国にいる方、世帯分離している方は、住民基本台

帳から把握していないのでしょうか。 

   

住民基本台帳を元に国保の台帳を作成し、被保険者の情報を管理しており

ます。万一、住民票と実態が異なる場合は、住民異動の届出をお願いして、

実態に合わせてまいります。 

 

国民健康保険加入者に、一定の時期に一斉に、保険証を送る形での事務を
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事 務 局 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

委   員 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

会   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

委   員 

 

会   長 

 

事 務 局 

 

 

会   長 

 

 

委   員 

 

会   長 

 

されているかと思いますが、例えば、未申告の方については、通知だけして

取りに来てくださいというような手法はとっているのでしょうか。 

 

保険証は未申告だけを理由に、取りに来て下さいということができません

ので、一斉にお送りをしております。ただし、滞納のある方のうち、短期証

や資格者証など、通常の保険証と違うものを交付している場合には、窓口で

の相談のため、来庁をお願いすることもあります。 

 

未申告の方に、郵送で書留をお送りして、宛先不明で返ってくる場合など

は、この数字には入っていない形になるのでしょうか。宛所なしで返ってき

てしまった世帯に関しては、課税対象から抜かしているのでしょうか。その

ままなのでしょうか。 

 

国保の台帳に載っている方には、全員に保険証と納税通知書をお送りして

います。保険証が届いていない場合にも、課税は有効となります。 

居住不明者に関しましては、市民課において住民居住実態調査を行ってお

りますので、この担当へ調査依頼等を行っております。 

  

前回の５月に、外国人の方等の収納率について、属性を把握をしたほうが

よろしいのではないかという意見がありましたが、そちらについては、今後

対応される予定などはありますでしょうか。 

 

被保険者の方の属性については、把握が必要であると考えていますが、現

在は、示すことのできる資料はございません。引き続き検討が必要であると

考えております。 

 

税率を変えて、収納率がダウンするところが心配だったところであるが、

上げても下げても、支払う人は支払い、支払わない人は支払わないという現

状かと思います。未収納、支払われていない方の属性分析をしたほうがよろ

しいかと思います。県の中でも数字が悪い方であるので、ここを上げていっ

た方が良いと思います。 

 

他にご意見ございますか。特にご意見等なければ原案のとおり承認いただ

くことにご異議ございませんか。 

 

(異議なし) 

 

続きまして、その他として、事務局から何かありますか。 

 

【戸田市立市民医療センター運営委員会委員の選出について（榎本委員） 

説明を行う。】 

 

  事務局からの推薦について、事前に榎本委員には承諾をいただいておりま

すが、榎本委員の推薦についてご異議ございませんか。 

 

 （異議なし） 

 

それでは戸田市立市民医療センター運営委員会について、社協選出の榎本

委員を推薦することで承認とさせていただきます。 
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事 務 局 

 

 

ご意見等がなければ、以上をもちまして本日の審議案件は全て終了となり

ます。議事進行の方を事務局にお返しします。 

 

  会長、議事進行どうもありがとうございました。 

 

  閉会のあいさつ 

 

 

 

 


	会議録 (出席状況等)R01.8.01
	会議録 (R01.8.01)




 
令和元年度 第２回 


戸田市国民健康保険運営協議会 


会 議 次 第 
 


 


日 時 令和元年８月１日（木）午前１０時～ 


場 所 市役所５階 大会議室Ａ 


 


 


１．開 会 


 


２．案件審議 


（１）平成３０年度戸田市国民健康保険特別会計決算について 


（２）戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について 


（３）平成３０年度税率改正の効果影響の検証について 


 


３．その他 


 


４．閉 会 


 








案件（１） 


平成３０年度 


戸田市国民健康保険特別会計決算について 


令和元年８月１日 







（単位 : 円）


予算現額 決算額 差引額 予算現額 決算額 差引額


①国民健康保険税 2,771,760,000 2,803,657,484 31,897,484 ①保険給付費 7,710,679,000 6,789,424,371 921,254,629


②県支出金 7,740,422,000 6,927,851,806 -812,570,194 ②国民健康保険事業費納付金 3,968,143,000 3,968,140,849 2,151


③繰入金 685,335,000 662,726,341 -22,608,659 ③保健事業費 196,922,000 164,331,117 32,590,883


④その他 966,183,000 966,484,799 301,799 ④その他 287,956,000 264,921,514 23,034,486


合計 12,163,700,000 11,360,720,430 -802,979,570 合計 12,163,700,000 11,186,817,851 976,882,149


173,902,579歳入歳出差引額（次年度繰越金）


平成30年度国民健康保険特別会計決算の概要


歳 入 歳 出


④その他


966,484,799円


(8.51%)


④その他


264,921,514円


(2.37%)


③繰入金


662,726,341円


(5.83%)
③保険事業費


164,331,117円


(1.47%)


②県支出金


6,927,851,806円


(60.98%)


②国民健康保険事業費納付金


3,968,140,849円


(35.47%)


①国民健康保険税


2,803,657,484円


(24.68%)


①保険給付費


6,789,424,371円


(60.69%)


平成30年度戸田市国民健康保険特別会計歳入・歳出比較


歳入 歳出
(単位 : 円)
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①国民健康保険税 2,771,760,000 2,803,657,484 31,897,484 24.7%
現年課税分 2,518,849,000 2,607,121,517 88,272,517


医療分 1,821,899,000 1,879,451,182 57,552,182


一般被保険者 1,815,596,000 1,873,861,343 58,265,343


退職被保険者等 6,303,000 5,589,839 -713,161


支援金分 490,103,000 507,547,462 17,444,462


一般被保険者 488,372,000 505,984,151 17,612,151


退職被保険者等 1,731,000 1,563,311 -167,689


介護分 206,847,000 220,122,873 13,275,873


一般被保険者 205,511,000 218,714,934 13,203,934


退職被保険者等 1,336,000 1,407,939 71,939


滞納繰越分 252,911,000 196,535,967 -56,375,033


医療分 175,909,000 141,525,521 -34,383,479


一般被保険者 174,772,000 140,817,223 -33,954,777


退職被保険者等 1,137,000 708,298 -428,702


支援金分 52,513,000 36,358,781 -16,154,219


一般被保険者 52,117,000 36,175,281 -15,941,719


退職被保険者等 396,000 183,500 -212,500


介護分 24,489,000 18,651,665 -5,837,335


一般被保険者 24,211,000 18,482,440 -5,728,560


退職被保険者等 278,000 169,225 -108,775


②県支出金 7,740,422,000 6,927,851,806 -812,570,194 61.0%
県負担金・補助金 7,740,421,000 6,927,851,806 -812,569,194


保険給付費等交付金 7,740,421,000 6,927,851,806 -812,569,194
普通交付金 7,604,149,000 6,747,871,806 -856,277,194
特別交付金 136,272,000 179,980,000 43,708,000


財政安定化基金支出金 1,000 0 -1,000
財政安定化基金支出金 1,000 0 -1,000


685,335,000 662,726,341 -22,608,659 5.8%
685,334,000 662,726,341 -22,607,659


360,266,000 360,265,761 -239


65,520,000 42,912,580 -22,607,420


0 0 0


259,548,000 259,548,000 0


1,000 0 -1,000


1,000 0 -1,000


④その他 966,183,000 966,484,799 301,799 8.5%
34,000 53,600 19,600


34,000 53,600 19,600


1,000 0 -1,000


1,000 0 -1,000


1,000 0 -1,000


1,000 0 -1,000


46,000 44,823 -1,177


46,000 44,823 -1,177


912,566,000 912,566,236 236


912,566,000 912,566,236 236


41,200,000 49,850,268 8,650,268


40,000,000 49,173,647 9,173,647


1,200,000 676,621 -523,379


10,000 0 -10,000


10,000 0 -10,000


672,000 0 -672,000


672,000 0 -672,000


11,653,000 3,969,872 -7,683,128


1,000 0 -1,000


6,000,000 3,195,353 -2,804,647


1,000 0 -1,000


4,000,000 338,784 -3,661,216


1,000 0 -1,000


1,650,000 435,735 -1,214,265


12,163,700,000 11,360,720,430 -802,979,570 100.0%


貸付金元利収入


貸付金元利収入


雑入


滞納処分費


一般第三者納付金


退職第三者納付金


退職返納金


一般返納金


（単位 : 円）


項　　　　　　目


【歳入】


雑入


利子及び配当金


歳入全体に
占める割合


基金繰入金


予算現額 差引額


一般延滞金


退職延滞金


市預金利子


市預金利子


一般会計繰入金


療養給付費交付金


基盤安定繰入金


平成30年度国民健康保険特別会計決算 ・歳入歳出内訳


決算額


療給等負担金


財政調整基金繰入金


国庫負担金


療養給付費交付金


財産運用収入


繰越金


延滞金及び過料


出産育児一時金繰入金


事務費繰入金


その他繰入金


③繰入金


繰越金


歳入合計


手数料


使用料


2







7,710,679,000 6,789,424,371 921,254,629 60.7%


6,724,145,000 5,909,387,091 814,757,909
6,620,562,000 5,817,457,140 803,104,860


一般被保険者 6,579,242,000 5,793,953,448 785,288,552
退職被保険者等 41,320,000 23,503,692 17,816,308


86,832,000 75,894,768 10,937,232
一般被保険者 86,064,000 75,592,657 10,471,343
退職被保険者等 768,000 302,111 465,889


16,751,000 16,035,183 715,817


879,804,000 808,834,310 70,969,690


高額療養費 878,804,000 808,798,626 70,005,374
一般被保険者 868,705,000 803,994,503 64,710,497
退職被保険者等 10,099,000 4,804,123 5,294,877


高額介護合算 1,000,000 35,684 964,316
一般被保険者 900,000 35,684 864,316
退職被保険者等 100,000 0 100,000


200,000 0 200,000
150,000 0 150,000
50,000 0 50,000


98,330,000 64,552,970 33,777,030


8,200,000 6,650,000 1,550,000


3,968,143,000 3,968,140,849 2,151 35.5%


2,684,426,000 2,684,424,934 1,066


2,674,212,000 2,674,211,116 884


10,214,000 10,213,818 182


916,708,000 916,707,598 402


913,270,000 913,269,653 347


3,438,000 3,437,945 55


367,009,000 367,008,317 683


367,009,000 367,008,317 683


196,922,000 164,331,117 32,590,883 1.47%


113,332,000 85,989,714 27,342,286


113,332,000 85,989,714 27,342,286


83,590,000 78,341,403 5,248,597


83,590,000 78,341,403 5,248,597


④その他 287,956,000 264,921,514 23,034,486 2.4%


90,769,000 73,019,676 17,749,324


55,281,000 46,107,240 9,173,760
一般管理費 53,636,000 44,554,440 9,081,560
連合会負担金 1,645,000 1,552,800 92,200


34,253,000 26,467,780 7,785,220


1,235,000 444,656 790,344


46,000 44,823 1,177


576,000 0 576,000


3,000 1,372 1,628


195,562,000 191,855,643 3,706,357


22,589,000 19,384,339 3,204,661


501,000 161 500,839
172,472,000 172,471,143 857


1,000,000 0 1,000,000


12,163,700,000 11,186,817,851 976,882,149 100.0%


173,902,579差引残額


②国民健康保険事業費納付金


医療給付費分


一般被保険者医療給付分


退職被保険者等医療給付分


基金積立金


公債費


総務費


歳出合計


償還金


予備費


総務管理費


一般被保険者保険税還付金


保健事業費


共同事業拠出金


特定健康診査等事業費


出産育児諸費


③保健事業費


葬祭諸費


【歳出】


差引額


後期高齢者支援金分


一般被保険者後期高齢者支援金分


退職被保険者等後期高齢者支援金等分


介護納付金分


介護納付金分


（単位 : 円）


歳出全体に
占める割合


移送費


高額療養費


決算額


療養費


予算現額


療養諸費


①保険給付費


退職被保険者等保険税還付金


審査支払手数料


療養給付費


退職被保険者等


諸支出金


項　　　　　　目


特定健康診査等事業費


運営協議会費


一般被保険者


保健衛生普及費


賦課徴収費
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【歳入】 （単位 : 円）


26年度 27年度 28年度 29年度 30年度


2,884,984,213 2,865,594,669 2,788,299,020 2,571,766,135 2,803,657,484


-0.67% -2.70% -7.77% 9.02%


770,090,764 873,577,291 721,182,239 796,576,414 6,927,851,806


13.44% -17.44% 10.45% 769.70%


1,898,680,003 2,074,034,426 2,401,108,235 2,103,198,288 662,726,341


9.24% 15.77% -12.41% -68.49%


7,133,478,412 8,877,089,157 8,676,382,862 8,792,215,945 966,484,799


24.44% -2.26% 1.34% -89.01%


12,687,233,392 14,690,295,543 14,586,972,356 14,263,756,782 11,360,720,430


15.79% -0.70% -2.22% -20.35%


下段の数値は前年度比伸び率


合計


年度別国保会計比較表


国民健康保険税


県支出金


繰入金


その他


（単位 円）


0


2,000,000


4,000,000


6,000,000


8,000,000


10,000,000


12,000,000


14,000,000


7,133,478


8,877,089 8,676,383 8,792,216


966,485


1,898,680


2,074,034 2,401,108 2,103,198


662,726


770,091


873,577 721,182 796,576


6,927,852


2,884,984


2,865,595 2,788,299 2,571,766


2,803,657


歳入


その他 繰入金 県支出金 国民健康保険税


千円千円千円千円千円(単位:千円)千円千円千円千円千円(単位:千円)千円千円千円千円千円(単位:千円)千円千円千円千円千円(単位:千円)


26年度 27年度 28年度 29年度 30年度


下段は各年度ごとの
収入全体に占める割合


2,884,984千円


22.74％


7,133,478千円


56.22％


1,898,680千円


14.97％


770,091千円


6.07％


2,865,595千円


19.50％


873,577千円


5.95％


2,074,034千円


14.12％


8,877,089千円


60.43％


2,788,299千円


19.12％


721,182千円


4.94％


2,401,108千円


16.46％


8,676,383千円


59.48％


2,571,766千円


18.03％


796,576千円


5.58％


2,103,198千円


14.75％


8,792,216千円


61.64％


2,803,657千円


24.68％


6,927,852千円


60.98％


662,726千円


5.83％


966,485千円


8.51％
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【歳出】 （単位 : 円）


26年度 27年度 28年度 29年度 30年度


7,504,221,012 7,772,077,596 7,429,806,012 7,052,406,763 6,789,424,371


3.57% -4.40% -5.08% -3.73%


0 0 0 0 3,968,140,849


0.00% 0.00% 0.00% 0.00%


156,398,195 190,997,107 172,640,404 167,035,113 164,331,117


22.12% -9.61% -3.25% -1.62%


4,579,148,909 6,350,831,696 6,317,331,380 6,131,748,670 264,921,514


38.69% -0.53% -2.94% -95.68%


12,239,768,116 14,313,906,399 13,919,777,796 13,351,190,546 11,186,817,851


16.95% -2.75% -4.08% -16.21%


年度別国保会計比較表


下段の数値は前年度比伸び率


合計


保健事業費


保険給付費


国民健康保険事業費納付金


その他


（単位 円）


0


2,000,000


4,000,000


6,000,000


8,000,000


10,000,000


12,000,000


14,000,000


16,000,000


4,579,149


6,350,832 6,317,331 6,131,749


264,922


156,398


190,997 172,640 167,035


164,331


0


0 0 0


3,968,141


7,504,221


7,772,078 7,429,806
7,052,407


6,789,424


(単位:千円)
歳出


保険給付費 国民健康保険事業費納付金 保健事業費 その他


26年度 27年度 28年度 29年度 30年度


下段は各年度ごとの
支出全体に占める割合


7,504,221千円


61.31％


156,398千円


1.28％


4,579,149千円


37.41％


7,772,078千円


54.30％


190,997千円


1.33％


6,350,832千円


44.37％


7,429,806千円


53.38％


172,640千円


1.24％


6,317,331千円


45.38％


7,052,407千円


52.82％


167,035千円


1.25％


6,131,749千円


45.93％


6,789,424千円


60.69％


3,968,141千円


35.47％


164,331千円


1.47％


264,922千円


2.37％
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１  国民健康保険税  調定額及び収入額の状況 (単位:円)


前年度
対比率


前年度対比額 前年度対比額 平成30年度 平成29年度 前年度対比


医療・一般分 1,815,596,000 2,108,833,746 112.9% 240,809,107 1,873,861,343 216,159,170 234,972,403 88.9% 88.7% 0.1%
医療・退職分 6,303,000 5,555,572 38.5% -8,878,135 5,589,839 -8,818,193 -34,267 100.6% 99.8% 0.8%
支援・一般分 488,372,000 569,788,970 109.2% 48,008,029 505,984,151 44,387,991 63,804,819 88.8% 88.5% 0.3%
支援・退職分 1,731,000 1,554,012 39.0% -2,435,701 1,563,311 -2,418,163 -9,299 100.6% 99.8% 0.8%
介護・一般分 205,511,000 247,695,212 108.7% 19,837,540 218,714,934 18,661,318 28,980,278 88.3% 87.8% 0.5%
介護・退職分 1,336,000 1,397,988 36.7% -2,412,240 1,407,939 -2,393,842 -9,951 100.7% 99.8% 0.9%
小        計 2,518,849,000 2,934,825,500 111.2% 294,928,600 2,607,121,517 265,578,281 327,703,983 88.8% 88.7% 0.1%


医療・一般分 174,772,000 926,793,131 96.2% -36,886,604 140,817,223 -24,339,694 785,975,908 15.2% 17.1% -1.9%
医療・退職分 1,137,000 5,800,128 62.4% -3,500,056 708,298 -769,818 5,091,830 12.2% 15.9% -3.7%
支援・一般分 52,117,000 249,076,099 99.4% -1,415,023 36,175,281 -4,457,970 212,900,818 14.5% 16.2% -1.7%
支援・退職分 396,000 1,375,328 68.9% -622,197 183,500 -31,754 1,191,828 13.3% 10.8% 2.6%
介護・一般分 24,211,000 131,647,777 96.7% -4,545,742 18,482,440 -4,019,706 113,165,337 14.0% 16.5% -2.5%
介護・退職分 278,000 1,486,967 68.5% -683,088 169,225 -67,990 1,317,742 11.4% 10.9% 0.4%
小        計 252,911,000 1,316,179,430 96.5% -47,652,710 196,535,967 -33,686,932 1,119,643,463 14.9% 16.9% -1.9%


2,771,760,000 4,251,004,930 106.2% 247,275,890 2,803,657,484 231,891,349 1,447,347,446 66.0% 64.2% 1.7%


２  平成３０年度不納欠損処分の状況
課税年度 件数 金額 課税年度 件数 金額


14 0 0 23 116 2,636,509
15 11 330,359 24 597 13,376,466
16 8 115,300 25 6,446 83,712,445
17 12 154,000 26 1,191 10,484,500
18 24 530,503 27 1,350 8,699,800
19 21 622,150 28 1,117 6,444,000
20 44 1,180,275 29 493 2,698,800
21 69 1,632,032 30 - -
22 93 2,031,967 合計 11,592 134,649,106


　　平成３０年度    国民健康保険税決算


区        分 予算現額
調       定       額 収  入  済  額


収入未済額
（調定額-収入済額）


収    納    率


現
年
課
税
分


滞
納
繰
越
分


合計


6







（単位 : 人）


26年度 27年度 28年度 29年度 30年度


33,588 32,622 31,304 29,372 28,173


一般被保険者
32,645 31,944 30,917 29,175 28,100


退職被保険者等 943 678 387 197 73
※ 数値は平均被保険者数


被保険者数


再掲


被保険者数の推移


0


5,000


10,000


15,000


20,000


25,000


30,000


35,000


32,645 31,944 30,917 29,175 28,100


943 678
387


197
73


被保険者数の推移


退職被保険者等


一般被保険者


26年度 27年度 28年度 29年度 30年度


（単位 : 人）
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（単位：円）


年度 医療費 保険者負担額 一部負担金 被保険者数 一人当たり医療費 前年度比伸び率


一般被保険者
(前期高齢者含む) 8,706,015,514 6,328,067,513 2,377,948,001 30,909 281,666


前期高齢者（再掲） 4,565,927,558 3,403,237,541 1,162,690,017 8,437 541,179


退職被保険者等 149,033,416 104,098,823 44,934,593 394 378,257


一般＋退職 8,855,048,930 6,432,166,336 2,422,882,594 31,303 282,882


一般被保険者
(前期高齢者含む) 8,359,311,579 6,074,937,107 2,284,374,472 29,175 286,523 1.72%


前期高齢者（再掲） 4,463,534,569 3,325,646,047 1,137,888,522 8,189 545,065 0.72%


退職被保険者等 79,254,551 55,357,238 23,897,313 197 402,307 6.36%


一般＋退職 8,438,566,130 6,130,294,345 2,308,271,785 29,372 287,300 1.56%


一般被保険者
(前期高齢者含む) 8,087,620,545 5,865,706,750 2,221,913,795 28,100 287,816 0.45%


前期高齢者（再掲） 4,280,823,723 3,190,202,250 1,090,621,473 7,944 538,875 -1.14%


退職被保険者等 34,172,846 23,805,803 10,367,043 73 468,121 16.36%


一般＋退職 8,121,793,391 5,889,512,553 2,232,280,838 28,173 288,283 0.34%


【上記で使用している用語の説明】


①医療費 医療機関等を受診した際に支払われている総額


②保険者負担額 医療費の内、保険者である戸田市が医療機関等へ支払っている金額


③一部負担金 医療費の内、被保険者が医療機関等の窓口で支払っている金額


④被保険者数 戸田市国民健康保険に加入している人数 (年度平均)


⑤一人当たり医療費 医療費を被保険者数で除したもの


⑥前期高齢者 一般被保険者のうち、65歳以上75歳未満の方


⑦退職被保険者等 会社や役所等を退職後に国民健康保険に加入した方のうち、厚生年金や共済年金を受給している


60歳以上65歳未満の方と、その被扶養者


29


30


療養諸費及び一人当たりの医療費


28


281,666 286,523
287,816


378,257
402,307


468,121


541,179 545,065
538,875


100,000


200,000


300,000


400,000


500,000


600,000


28年度 29年度 30年度


（単位：円）
一人当たりの医療費


前期高齢者


一般被保険者


退職被保険者等
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案件（２） 


戸田市国民健康保険税条例の一部を 


 改正する条例（案）について 


  令和元年８月１日 







令和元年９月議会提出案件の概要書 


 所属名  福祉部保険年金課


案件名 戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 


①提案理由


（過去の経緯、関係者等と


の調整結果等を含む。） 


 国民健康保険の被保険者間の保険税負担の公平性の確保及び中間所得層の保


険税負担の軽減を図ること、また戸田市国民健康保険の健全な運営を目的とし


て、現在の法定限度額に合わせて、戸田市国民健康保険税の課税限度額の見直し


を行うため。 


【別添１：国民健康保険税の課税限度額の見直し及び低所得者に係る国民健康保


険税の軽減判定所得の見直し＜平成３１年度税制改正大綱資料抜粋＞】参照 


②パブコメ等※の状況


（実施した場合のみ記載） 


※市民向けの説明会等を


含む。 


未実施 


③内容


（主要な条項については、


内容の説明をすること。） 


戸田市国民健康保険税の課税限度額の引き上げ 


 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を、令和元年度の法定限度額で


ある６１万円（現行５８万円）に引き上げるものです。 


（現行は、平成３０年度までの法定限度額） 


改正項目は、第２条第２項ただし書及び第２１条となります。 
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④近隣市の状況


【別添２：令和元年度国民健康保険税賦課限度額の状況】参照 


⑤施行期日等


令和２年４月１日施行 


なお、改正後の戸田市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の


国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、


なお従前の例による。


⑥条例の制定改廃に


伴う影響、効果等


【別添３：限度額引き上げに伴う影響及び具体例】参照 


⑦参考資料


（ある場合のみ記載・添付）


【別添４：戸田市国民健康保険税率等改正一覧】 


⑧関連例規の改正


（ある場合のみ記載） 


なし 
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戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案） 


戸田市国民健康保険税条例（昭和３８年条例第３８号）の一部を次のように


改正する。 


第２条第２項ただし書及び第２１条中「５８万円」を「６１万円」に改める。 


附 則 


 （施行期日） 


１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


（適用区分） 


２ 改正後の戸田市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の


国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税につい


ては、なお従前の例による。 
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議案第 号参考資料 


戸田市国民健康保険税条例新旧対照表 


令和元年８月２６日 


福祉部保険年金課 


改正前 改正後(案） 


第１条 （略） 第１条 （略） 


（課税額） （課税額） 


第２条 （略） 第２条 （略） 


２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を


除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき


算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ


し、当該合算額が５８万円を超える場合においては、基礎課税


額は、５８万円とする。 


２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条第２項の世帯主を


除く。）及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき


算定した所得割額及び被保険者均等割額の合算額とする。ただ


し、当該合算額が６１万円を超える場合においては、基礎課税


額は、６１万円とする。 


３・４ （略） ３・４ （略） 


第３条～第２０条 （略） 第３条～第２０条 （略） 


（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 


第２１条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義


務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文


の基礎課税額からアに掲げる額を減額して得た額（当該減額し


て得た額が５８万円を超える場合には、５８万円）、同条第３


項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額を減額し


て得た額（当該減額して得た額が１９万円を超える場合には、


第２１条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義


務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条第２項本文


の基礎課税額からアに掲げる額を減額して得た額（当該減額し


て得た額が６１万円を超える場合には、６１万円）、同条第３


項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる額を減額し


て得た額（当該減額して得た額が１９万円を超える場合には、
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改正前 改正後(案） 


１９万円）及び同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲


げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１６万円を超


える場合には、１６万円）の合算額とする。 


１９万円）及び同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲


げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１６万円を超


える場合には、１６万円）の合算額とする。 


(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 


第２２条～第２６条 （略） 第２２条～第２６条 （略） 


附 則 （略） 附 則 （略） 


  附 則 


 （施行期日） 


１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 


 （適用区分） 


２ 改正後の戸田市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以


後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分ま


での国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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限度額


区　　分 の改正


H30 R元 H30 R元 H30 R元 H30 R元 の実施


法定限度額 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


001 川越市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


002 熊谷市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


003 川口市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


006 行田市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


007 秩父市 54 54 19 19 16 16 89 89 －


008 所沢市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


009 飯能市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


010 加須市 54 56 17 19 15 16 86 91 ○


011 本庄市 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


012 東松山市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


014 春日部市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


015 狭山市 52 52 17 17 16 16 85 85 －


016 羽生市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


017 鴻巣市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


018 深谷市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


019 上尾市 52 58 17 19 16 16 85 93 ○


021 草加市 52 58 17 19 16 16 85 93 ○


022 越谷市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


023 蕨  市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


024 戸田市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


025 入間市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


027 朝霞市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


028 志木市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


029 和光市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


030 新座市 52 57 16 19 13 14 81 90 ○


031 桶川市 52 58 17 19 16 16 85 93 ○


032 久喜市 51 52 14 17 12 16 77 85 ○


033 北本市 54 54 19 19 16 16 89 89 －


034 八潮市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


035 富士見市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


036 ふじみ野市 54 61 19 19 16 16 89 96 ○


037 三郷市 51 54 14 15 12 12 77 81 ○


038 蓮田市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


039 伊奈町 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


042 三芳町 54 54 19 19 16 16 89 89 －


043 坂戸市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


044 毛呂山町 58 58 19 19 16 16 93 93 －


045 越生町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


(万円) (万円) (万円) (万円)


令和元年度　国民健康保険税賦課限度額の状況


基礎課税分 後期高齢者支援金分 介護分 合計
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限度額


区　　分 の改正


H30 R元 H30 R元 H30 R元 H30 R元 の実施


法定限度額 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


(万円) (万円) (万円) (万円)


令和元年度　国民健康保険税賦課限度額の状況


基礎課税分 後期高齢者支援金分 介護分 合計


046 鶴ヶ島市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


047 日高市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


049 滑川町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


050 嵐山町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


051 小川町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


052 ときがわ町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


054 川島町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


055 吉見町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


056 鳩山町 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


057 横瀬町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


058 皆野町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


059 長瀞町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


061 小鹿野町 54 61 19 19 16 16 89 96 ○


065 東秩父村 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


066 美里町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


068 神川町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


070 上里町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


078 寄居町 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


084 宮代町 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


085 白岡市 58 61 19 19 16 16 93 96 ○


089 幸手市 54 54 19 19 16 16 89 89 －


090 杉戸町 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


091 松伏町 51 52 14 17 12 16 77 85 ○


092 吉川市 51 54 16 19 14 16 81 89 ○


400 さいたま市 54 58 19 19 16 16 89 93 ○


市町村平均 54.8 58.2 18.5 18.8 15.7 15.9 89.0 92.9 57
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【限度額引き上げに伴う影響について】


584世帯 555,304,090円 2,174,677,624円 538世帯 538,613,555円 2,191,368,159円 3万円の増額 538世帯


改正に伴う影響 584世帯 16,690,535円 調定額増


令和元年度（現行） 令和2年度（改正後）


基礎課税分（医療分）限度額：58万円 基礎課税分（医療分）限度額：61万円


限度超過
世帯数


限度超過額 調定額
限度超過
世帯数


限度超過額 調定額 3万円未満の増額 46世帯


（平成30年度国民健康保険税課税データ使用）


影響世帯数
限度超過額


-16,690,535円


（R2年度－R元年度）


【限度額引き上げの具体例】


（1）3人世帯で世帯の総所得が720万円の場合


均等割 所得割 合計 均等割額 所得割額 合計


60,000円 549,600円 609,600円 60,000円 549,600円 609,600円


580,000円 610,000円 年税額で医療分


580,000円 609,600円 29,600 円増額


（2）4人世帯で世帯の総所得が700万円の場合


均等割 所得割 合計 均等割額 所得割額 合計


80,000円 533,600円 613,600円 80,000円 533,600円 613,600円


580,000円 610,000円 年税額で医療分


580,000円 610,000円 30,000 円増額医療分年税額 医療分年税額


増減


（R2年度－R元年度）


世帯課税限度額 世帯課税限度額


世帯課税限度額 世帯課税限度額


医療分年税額 医療分年税額


令和元年度（現行） 令和2年度（改正後）


基礎課税分（医療分）：58万円 基礎課税分（医療分）：61万円


令和元年度（現行） 令和2年度（改正後） 増減


基礎課税分（医療分）：58万円 基礎課税分（医療分）：61万円 （R2年度－R元年度）
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年度 均等割 所得割 平等割 資産割 限度額 法定限度額


H11 9,000 円 7.2% 10,000 円 20.0% 520,000 円 530,000 円 年度 均等割 所得割 限度額 法定限度額


H12 9,000 円 7.2% 10,000 円 20.0% 520,000 円 530,000 円 H12 5,500 円 0.9% 70,000 円 70,000 円


H13 9,000 円 7.2% 10,000 円 20.0% 520,000 円 530,000 円 H13 5,500 円 0.9% 70,000 円 70,000 円


H14 9,000 円 7.2% 10,000 円 20.0% 520,000 円 530,000 円 H14 5,500 円 0.9% 70,000 円 70,000 円


H15 9,000 円 7.2% 10,000 円 20.0% 520,000 円 530,000 円 H15 5,500 円 0.9% 70,000 円 80,000 円


H16 9,000 円 7.2% 10,000 円 20.0% 520,000 円 530,000 円 H16 5,500 円 0.9% 70,000 円 80,000 円


H17 9,000 円 7.2% 10,000 円 20.0% 520,000 円 530,000 円 H17 5,500 円 0.9% 70,000 円 80,000 円


H18 9,000 円 7.2% 10,000 円 20.0% 520,000 円 530,000 円 ２．後期高齢者支援金等分 H18 5,500 円 0.9% 70,000 円 90,000 円


H19 14,000 円 7.6% 13,000 円 17.0% 530,000 円 560,000 円 年度 均等割 所得割 限度額 法定限度額 H19 5,500 円 0.9% 70,000 円 90,000 円


H20 14,000 円 7.6% 13,000 円 17.0% 470,000 円 470,000 円 H20 3,000 円 0.35% 120,000 円 120,000 円 H20 11,500 円 1.2% 90,000 円 90,000 円


H21 14,000 円 7.6% 13,000 円 17.0% 470,000 円 470,000 円 H21 3,000 円 0.35% 120,000 円 120,000 円 H21 11,500 円 1.2% 90,000 円 100,000 円


H22 14,000 円 7.6% 13,000 円 17.0% 470,000 円 500,000 円 H22 3,000 円 0.35% 120,000 円 130,000 円 H22 11,500 円 1.2% 90,000 円 100,000 円


H23 18,000 円 6.6% --- --- 500,000 円 510,000 円 H23 9,000 円 1.35% 130,000 円 140,000 円 H23 11,500 円 1.2% 100,000 円 120,000 円


H24 18,000 円 6.6% --- --- 500,000 円 510,000 円 H24 9,000 円 1.35% 130,000 円 140,000 円 H24 11,500 円 1.2% 100,000 円 120,000 円


H25 18,000 円 6.6% --- --- 500,000 円 510,000 円 H25 9,000 円 1.35% 130,000 円 140,000 円 H25 11,500 円 1.2% 100,000 円 120,000 円


H26 18,000 円 6.6% --- --- 500,000 円 510,000 円 H26 9,000 円 1.35% 130,000 円 160,000 円 H26 11,500 円 1.2% 100,000 円 140,000 円


H27 18,000 円 6.6% --- --- 510,000 円 520,000 円 H27 9,000 円 1.35% 140,000 円 170,000 円 H27 11,500 円 1.2% 120,000 円 160,000 円


H28 18,000 円 6.6% --- --- 510,000 円 540,000 円 H28 9,000 円 1.35% 160,000 円 190,000 円 H28 11,500 円 1.2% 140,000 円 160,000 円


H29 18,000 円 6.6% --- --- 520,000 円 540,000 円 H29 9,000 円 1.35% 170,000 円 190,000 円 H29 11,500 円 1.2% 160,000 円 160,000 円


H30 20,000 円 8.0% --- --- 540,000 円 580,000 円 H30 9,500 円 1.60% 190,000 円 190,000 円 H30 12,500 円 1.42% 160,000 円 160,000 円


R1 20,000 円 8.0% --- --- 580,000 円 610,000 円 R1 9,500 円 1.60% 190,000 円 190,000 円 R1 12,500 円 1.42% 160,000 円 160,000 円


戸　田　市　国　民　健　康　保　険　税　率　等　改　正　一　覧


１．基礎課税分（医療分） R1.6.10


３．介護分
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案件（３） 


平成３０年度税率改正の効果影響の 


 検証について 


  令和元年８月１日 







国民健康保険の数値的状況について


１ 国民健康保険税（現年分）の調定額および収納額等


 平成３０年度税率改正を行った結果、一人当たりの調定額については、当初見込まれた水


準で上昇した。また、収納率について微増となったことから、収納額については調定額の増


加に伴う形で上昇した。


平成２９年度 平成３０年度 増減


調定額総計 2,639,896,900 円 2,934,825,500 円 +294,928,600 円


(+11.17%) 


収納額総計 2,341,543,236 円 2,607,121,517 円 +265,578,281 円


(+11.34%) 


収納率 88.70％ 88.83％ +0.13 ポイント


平均被保険者数 29,372 人 28,173 人 △1,199 人


(△4.08%)


一人当調定額 89,878 円 104,172 円 +14,294 円


(+15.90%)


一人当収納額 79,720 円 92,540 円 +12,820 円


(+16.08%)


２ 国民健康保険加入者の医療費等


 被保険者数が減少しているため、医療費や納付金の総額では減少した。一人当たりでは微


増となったが、当初予想されたほどの上昇率ではなく、ほぼ横ばいであった。


平成２９年度 平成３０年度 増減


医療費総計 8,438,566,130 円 8,121,793,391 円 △316,772,739 円


(△3.75%)


国保事業費納付金 3,968,140,849 円 3,810,278,818 円 △157,862,031 円


(△3.98%)


平均被保険者数 29,372 人 28,173 人 △1,199 人


(△4.08%)


一人当医療費 287,300 円 288,283 円 +983 円


(+0.34%) 


一人当納付金 135,099 円 135,246 円 +147 円


(+0.11%)


３ 法定外繰入金について


 平成３０年度決算においては旧制度下での累積繰越金の一括精算を行ったため、法定外


繰入金の決算額は約２．６億円まで減少した。


1







 この一時的要因を取り除くと、平成３０年度の法定外繰入金の実質額は約１０．５億円で


ある。また、令和元年度予算では約８．２億円を計上した。


平成２９年度 平成３０年度


(累積繰越額精算前) 


平成３０年度


（決算額）


法定外繰入金総額 1,725,264,000 円 1,052,613,000 円 259,548,000 円 


平均被保険者数 29,372 人 28,173 人 28,173 人 


一人当繰入金額 58,738 円 37,362 円 9,213 円 


４ 被保険者の構成内訳（別紙参照）


被保険者のうち、未申告世帯 16.52％、所得なし世帯 27.11％、100 万円以下 23.06％と


なっており、合計で 66.69％となる。また、賦課限度額を超過する世帯は全体の 2.93％とな


っている。


１人世帯で所得 84 万円以下、２人世帯で所得 135 万円以下は軽減の対象となり、所得


700 万円前後を超えると賦課限度額の対象となってくる。一方、その間の所得層については


適用される減額要素がない状況である。


５ 県内平均との比較


 税率設定水準については中間よりやや上となっている（資産割がある自治体も含めての


単純比較）が、収納率が低い水準である。医療費については前期高齢者で県内１位となって


おり、今後、高齢化が進むと、全年齢でも上昇が見込まれる。法定外繰入金については、ピ


ーク時より半減しているが、県内２位の水準ではある。


本市数値 63 市町村平均 63 市町村中 


R01 税率水準 


※試算
226,034 円 219,196 円 県内 24 位 


H29 収納率 88.43％ 91.55％ 県内 58 位 


H29 前期高齢者 


65 歳以上一人当医療費 
545,065 円 485,213 円 県内 1 位 


H29 全年齢 


一人当医療費
287,300 円 333,646 円 県内 62 位 


R01 当初予算 


一人当法定外繰入金


29,501 円 


(県想定 27745 人) 
9.614 円 県内 2 位 


※(所得 200 万円－33 万円)×各市町村税率＋均等割＋平等割で試算 


５ ご議論いただきたい事項


 法定外繰入金について、引き続き県内最高水準であり、その削減には、税率・均等割額の


検討、賦課限度額の検討、収納率の改善、医療費の抑制などのアプローチが必要となるが、


平成３０年度税率改正を振り返り、今後の取組の優先順位などをご議論いただきたい。
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１．年度平均被保険者数と高齢化率の推移　※国保連年報資料 年度平均人数← →４月１日時点人数


Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ H30 Ｈ３１当初時点 H20～ H23～ H26～
全年齢（人） 34,680 34,614 34,716 34,658 34,252 33,961 33,588 32,622 31,304 29,372 28,173 27,129 -1.70% -2.54% -4.18%


６４歳以下（人） 27,297 26,959 27,013 26,906 26,315 25,701 25,125 24,081 22,867 21,183 20,229 19,460 -2.49% -3.55% -5.23%
６５歳以上（人） 7,383 7,655 7,703 7,752 7,937 8,260 8,463 8,541 8,437 8,189 7,944 7,669 1.21% 0.94% -1.08%


６５歳以上割合（％） 21.29% 22.12% 22.19% 22.37% 23.17% 24.32% 25.20% 26.18% 26.95% 27.88% 28.20% 28.27% 3.44% 4.11% 3.55%


２．総医療費の推移　※国保連年報資料


Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１見込 H20～ H23～ H26～
全年齢（円） 7,778,486,387 8,220,824,974 8,152,765,573 8,637,723,703 8,930,057,765 9,140,572,882 9,021,236,723 9,337,979,326 8,855,048,930 8,438,566,130 8,121,793,391 - 0.94% -0.38% -2.15%


６４歳以下（円） 4,857,602,397 4,610,774,457 4,436,826,644 4,724,284,052 4,841,248,213 4,613,061,693 4,569,771,329 4,548,038,832 4,289,121,372 3,975,028,845 3,840,969,668 - -2.02% -2.64% -4.34%
６５歳以上（円） 2,920,883,990 3,610,050,517 3,715,938,929 3,913,439,651 4,088,809,552 4,527,511,189 4,451,465,394 4,789,940,494 4,565,927,558 4,463,537,285 4,280,823,723 - 5.87% 2.34% 0.09%
特定健診受診率 36.1% 35.7% 34.4% 34.0% 35.0% 35.2% 39.7% 42.3% 43.8% 44.9% - - 2.71% 5.34% 4.37%


３．【現年分】保険税調定額・保険税収納額・法定外繰入金額の推移　※決算書資料


Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１当初時点 H20～ H23～ H26～
調定額（円） 3,340,483,500 3,338,052,100 3,147,896,100 3,125,712,600 3,084,868,100 3,084,023,200 2,991,625,000 2,936,431,100 2,827,455,300 2,639,896,900 2,934,825,500 2,837,147,000 -2.33% -2.59% -3.92%
収納額（円） 2,734,601,820 2,751,905,948 2,619,222,807 2,636,539,952 2,663,391,599 2,633,387,713 2,580,230,931 2,575,834,628 2,502,104,467 2,341,543,236 2,607,121,517 2,444,137,000 -1.60% -1.86% -3.08%
収納率(％） 81.86% 82.44% 83.21% 84.35% 86.34% 85.39% 86.25% 87.72% 88.49% 88.70% 88.83% 86.15% 0.93% 0.86% 0.95%


法定外繰入金（円） 810,000,000 850,000,000 876,202,000 1,017,133,000 1,567,175,000 1,425,858,800 1,610,065,000 1,711,944,000 1,997,760,000 1,725,264,000 259,548,000 818,498,000 12.56% 11.60% 2.38%


４．一人当医療費の推移　※国保連年報資料


Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１見込 H20～ H23～ H26～
全年齢（円） 224,293 237,500 234,842 249,227 260,716 269,149 268,585 286,248 282,873 287,300 288,283 - 2.85% 2.24% 1.83%


６４歳以下（円） 177,954 171,029 164,248 175,585 183,973 179,490 181,881 188,864 187,568 187,652 189,874 - 0.67% 1.16% 1.10%
６５歳以上（円） 395,623 471,594 482,402 504,830 515,158 548,125 525,991 560,817 541,179 545,065 538,875 - 3.62% 0.96% 0.61%
特定健診受診率 36.1% 35.7% 34.4% 34.0% 35.0% 35.2% 39.7% 42.3% 43.8% 44.9% - - - - -


５．【現年分】一人当保険税調定額・保険税収納額・法定外繰入金額の推移　※決算書資料


Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｈ３１当初時点 H20～ H23～ H26～
調定額（円） 96,323 96,436 90,676 90,187 90,064 90,811 89,068 90,014 90,322 89,878 104,172 104,579 0.81% 2.22% 4.24%
収納額（円） 78,852 79,503 75,447 76,073 77,759 77,542 76,820 78,960 79,929 79,720 92,540 90,093 1.74% 3.09% 5.12%
収納率(％） 81.86% 82.44% 83.21% 84.35% 86.34% 85.39% 86.25% 87.72% 88.49% 88.70% 88.83% 86.15% 0.85% 0.76% 0.75%


法定外繰入金（円） 23,356 24,557 25,239 29,348 45,754 41,985 47,936 52,478 63,818 58,738 9,213 30,170 -6.06% -9.80% -20.20%


H30までの平均伸び率


H30までの平均伸び率


H30までの平均伸び率


H30までの平均伸び率


H30までの平均伸び率


被保険者数については減少傾向にある。特に、６４歳以下については、２８年度に社保適用拡大があり、減少が加速している。


６５歳以上の人数については、ピークを越えてやや減少しているが、被保険者に占める６５歳以上の割合は年々増加しており、高齢化が進んでいる。


全年齢、６４歳以下、６５歳以上ともに、ピークを越えてやや減少しているが、２７年度と２８年度の医療費は異常に高かったことによるための可能性がある。


加入者数の減に伴って医療費総額も減少することから、一人当たりの金額にして数値をみていく必要がある。


調定額、収納額ともに、被保険者数に連動して減少している。３０年度は税率改正を行った。


加入者の減に伴って総額も減少することから、一人当たりにして数値をみていく必要がある。


６４歳以下は、平均０．６７％増加しているが、直近では１．１％台に伸び率が高まっている。６５歳以上は、平均３．６％増加しているが、直近は伸び率が鈍化しつつある。


全年齢については、６５歳以上の割合が高まっていることで平均値が高まっており、１０年間で平均２．８５％増加している（直近４年間では伸び率１．８３％にやや鈍化）。


調定額についてはほぼ横ばいで推移（税率設定の影響と、所得水準が影響）。収納率については、徐々に高まってきている。３０年度は税率改正を行い、調定額が増加した。


法定外繰入金については、２８年度でピークとなった。３０年度は税率改正と広域化に伴う公費投入と累積繰越金の精算があった。３１年度は広域化２年目での予算精度向上などを図った。
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令和元年度　国民健康保険税（医療分）　世帯所得別集計表


世帯数 割合 １人 ２人 ３人 ４人以上 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数 世帯数


未申告 3,100 16.52% 1,712 616 420 352 0 0 0 3,018 82


所得なし 5,087 27.11% 4,335 553 150 49 4,026 239 181 641 0


100万円以下 4,327 23.06% 3,027 989 215 96 121 1,406 1,030 1,770 0


200万円以下 3,106 16.55% 2,013 780 189 124 10 15 246 2,835 0


300万円以下 1,482 7.90% 808 466 126 82 3 1 18 1,460 0


400万円以下 632 3.37% 290 208 87 47 1 0 1 630 0


500万円以下 312 1.66% 121 104 58 29 1 0 0 311 0


600万円以下 168 0.90% 67 46 34 21 1 0 0 167 0


700万円以下 109 0.58% 39 36 19 15 0 0 0 86 23


800万円以下 89 0.47% 21 38 19 11 0 0 0 0 89


900万円以下 58 0.31% 16 22 11 9 0 0 0 0 58


1000万円以下 47 0.25% 20 12 11 4 0 0 0 0 47


1500万円以下 107 0.57% 34 45 14 14 0 0 0 0 107


2000万円以下 46 0.25% 13 23 4 6 0 0 0 0 46


2100万円超 97 0.52% 25 37 24 11 0 0 0 0 97


12,541 3,975 1,381 870 4,163 1,661 1,476 10,918 549


66.82% 21.18% 7.36% 4.64% 22.18% 8.85% 7.86% 58.18% 2.93%


※データ時点：2019/7/18夜間処理


世帯構成


軽減または賦課限度額超過の状況


７割軽減 ５割軽減 ２割軽減 通常世帯 限度超過


18,767 100.00%


所得
区分


世帯数
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